
保健福祉部 高齢福祉課 相談支援グループ
令和６年１１月２１日

「介護保険法施行規則及び介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支
援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令」
が令和6年3月29日付で公布（令和6年4月1日施行）され，地域包括支援センターの職員配
置を柔軟化する改正が行われたことから，改正の趣旨，内容等について説明するもの。

資料３



改正の趣旨・内容
【改正の趣旨】

センターの職員配置について，柔軟な職員配置を可能とするための所要の改正を行う。

⑴ 介護保険制度の見直しに関する意見（令和４年12 月20 日社会保障審議会介護保険部会）

センターの職員配置については，人材確保が困難となっている現状を踏まえ，３職種（保健師その他これに準ずる者，

社会福祉士その他これに準ずる者及び主任介護支援専門員その他これに準ずる者）の配置は原則としつつ，センターによ

る支援の質が担保されるよう留意した上で，複数拠点で合算して３職種を配置することなど，柔軟な職員配置を進めるこ

とが適当である。

⑵ 令和５年地方分権改革提案

センターの職員確保が困難なため配置要件の見直しの提案がなされた。

【改正の内容】

⑴ 常勤換算法による職員配置

センターに置くべき常勤の職員について，地域包括支援センター運営協議会で必要と認める場合は，常勤換算方法による

ことができることとする。

⑵ 複数圏域の高齢者人口に応じた配置基準

現行の配置基準は存置しつつ，市町村の判断により，複数圏域の高齢者数を合算し，３職種を地域の実情に応じて配置す

ることを可能とする。質の担保の観点から，１つの圏域に２職種の配置は必要。



出典：厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1299



（１）常勤換算法による職員配置

国の規則改正の具体的な内容

従業員の勤務延時間数を当該事業所におい

て常勤の従業員が勤務すべき時間数（週32

時間を下回る場合は週32時間を基本とす

る）で除することにより計算する方法。

（２）複数圏域の高齢者人口に応じた配置基準

複数圏域の高齢者人口を合算

人材確保が困難な場合でも２職種は配置

３職種を地域の実情に応じて配置

現行の当該職員の員数について，第一号被保険者の数に応じて，又はセンターの運営の状況を勘案して，

地域包括支援センター運営協議会が必要と認める場合は
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本市においても，人材確保が困難となっており，複数の地域包括支援センターで常勤職員の欠員が発生

しているが，各法人等の企業努力だけでは適切な人員配置を継続することが困難となっている。

保健師等
主任介護
支援専門員

社会福祉士

令和５年度

令和６年度
（11月1日現在）
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本市の 職員配置状況



（１）常勤換算法による職員配置

１か月の非常勤者の勤務延時間数

１か月に常勤者が勤務すべき時間数

国の規則改正に伴う本市の対応（案）

非常勤者Ａと非常勤者Ｂは，

常勤換算1.1人

１⃣

２⃣⃣

１⃣÷2⃣＝常勤換算数

（A：９６時間）＋（B：８０時間）
＝１７６時間

１６０時間

（２）複数圏域の高齢者人口に応じた配置基準

市町村の判断により複
数圏域の高齢者人口を
合算

人材確保が困難な場
合でも２職種は配置

３職種を地域の実情
に応じて配置

導入可能

・主任ケアマネの職種別会議（9月26日）
・センター長会議（10月22日）において，
説明済

本市においては課題が多いため
見送る方向

①日常生活圏域が２５圏域と多いこと
②委託先法人が２２法人と多いこと

▼
【課題】
・どの圏域をまとめるのか
・法人が異なる場合の兼任者の取扱い 等



本市における常勤換算方法による職員配置（案）

担当する区域における
第１号被保険者数

人員配置基準

改正前 改正後

3,000人未満
（3包括）

常勤専任４人
（保 社 主＋１）

３人は常勤専任
１人は常勤換算方法も可

3,000人～6,000人未満
（13包括）

常勤専任4人
（保 社 主＋１）

３人は常勤専任
１人は常勤換算方法も可

6,000人～8,000人未満
（6包括）

常勤専任5人
（保 社 主＋２）

４人は常勤専任
１人は常勤換算方法も可

8,000人から10,000人未満
（3包括）

常勤専任６人
（保 社 主＋３）

４人は常勤専任
２人は常勤換算方法も可

業務の執行管理や円滑な情報共有を可能とする人数として，常勤換算による配置は，
常勤職員１人につき，非常勤職員2人までとする。
また，常勤換算方法で人員体制が整った場合は，委託料の戻入はしない。



地域包括支援センターの職員配置において，常勤換算

方法を取り入れる場合に，特に主任ケアマネについて，

その役割を踏まえた適切な業務遂行を確保するうえでの

課題等について

運 営協議会でご意見をいただきたい内容運



・ 常勤換算法の可否の決定，介護予防支援事業所の指定に関しては，定期的に開催する

運営協議会（スケジュール（案））に諮るものとする。

≪スケジュール（案）≫

第１回目 第２回目 第３回目

7～8月（追加） 10～11月 2～3月
2025年４月

●地域包括支援センター
常勤換算法の可否

●介護予防支援事業所の
指定の可否

※書面開催も検討，
案件がなければ開催なし

●前年度報告等

今後のスケジュール

●前々度運営事業評価報告
●次年度運営方針（案）●地域包括支援センター

常勤換算法の可否
●介護予防支援事業所の
指定の可否

●地域包括支援センター
常勤換算法の可否

●介護予防支援事業所の
指定の可否


